
　　◎　介護医療院サービス費　基本料金 　   (利用料金の月額は30日として計算した場合の料金です)

個　室 714 円 1,668 円 1,480 円 115,860 円

多床室 825 円 377 円 1,480 円 80,460 円

個　室 824 円 1,668 円 1,480 円 119,160 円

多床室 934 円 377 円 1,480 円 83,730 円

個　室 1,060 円 1,668 円 1,480 円 126,240 円

多床室 1,171 円 377 円 1,480 円 90,840 円

個　室 1,161 円 1,668 円 1,480 円 129,270 円

多床室 1,271 円 377 円 1,480 円 93,840 円

個　室 1,251 円 1,668 円 1,480 円 131,970 円

多床室 1,362 円 377 円 1,480 円 96,570 円

　　◍　住民税非課税世帯の方

個　室 1,310 円 80,100 円

多床室 370 円 51,900 円

個　室 1,310 円 58,800 円

多床室 370 円 30,600 円

個　室 490 円 26,400 円

多床室 370 円 22,800 円

個　室 490 円 23,700 円

多床室 0 円 9,000 円

　◎ 加算料金（施設サービスに下記の料金が加算されます）

※主な加算等

料　金 料　金

   7円/日   6円/日

   6円/日   6円/日

  30円/日  10円/日

  11円/日 250円/日

    6円/回 220円/回

   28円/日 123円/回

 400円/月  35円/回

 100円/月 123円/回

  90円/月  35円/回

110円/月 203円/回

  20円/回  35円/回

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）   40円/月

  60円/月

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

安全対策体制加算

言語聴覚療法

言語聴覚リハビリ体制強化加算

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

食 費（日額） 食費+居住費（月額）

1,360 円

650 円

第3段階

第3段階

第2段階

第1段階

居 住 費（日額）

療養食加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

390

300

理学療法リハビリ体制強化加算

作業療法

作業療法リハビリ体制強化加算

医学情報提供（Ⅰ）

理学療法（Ⅰ）

円

円

栄養マネジメント強化加算

初期加算

感染対策指導管理

褥瘡対策指導管理（Ⅰ）

褥瘡対策指導管理（Ⅱ）

初期入院診療管理

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

項　　目項　　　目

夜間勤務等看護加算（Ⅳ）

サービス提供体制加算（Ⅲ）

要介護　（5）

サービス費  (日額） 居 住 費（日額） 食 費（日額） 月 額  (30日)

要介護　（1）

要介護　（2）

要介護　（3）

要介護　（4）

令和4年1月1日現在

高島病院介護医療院 利用料金一覧表

◍その他保険外負担料金
・下着リース
・病衣料
・おしぼり代
・洗濯代
・義⻭消毒剤

（1組）
（1日）
（1本）
（1回）
（1回）

180円
70円
15円

120円
15円

散髪代（業務委託）
・丸刈り 1,100円
・カット 1,650円

入院費支払い金額

サービス費＋加算料金等
＋

食費・居住費
＋

保険外負担料金



　 ◎　特別療養費（利用者様の状態やサービスに応じて下記の料金が加算されます）

料  金

  6円/日

  6円/日

 10円/日

250円/日

220円/回

123円/回

 35円/回

123円/回

 35円/回

203円/回

 35円/回

 33円/月

208円/日

・  上記利用料金は1割負担を記載しています

・ 「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた額となります

　　　　◎その他保険外負担料金

  　　　・　下着リース （1組）  170円 散髪代（業者委託）

 　　　 ・　病衣料 （1日）   70円   　　　　・　丸刈り 1,100円

　　　  ・　おしぼり代 （1本） 　15円 　　　　  ・　カット 1,650円

　　　  ・　洗濯代 （1回）  120円

　　　  ・　義歯用消毒剤 （1回）   15円

摂食機能療法

作業療法士を2名以上配置して作業療法を行った場合

リハビリテーション実施計画の情報を厚生労働省に提出し必
要な情報を活用している場合

摂食機能療法を30分以上訓練指導を行った場合(1月に4回ま
で）

理学療法・作業療法・言語聴覚療法に
係る加算

作業療法リハビリ体制強化加算

言語聴覚リハビリ体制強化加算

個別に20分以上訓練を行った場合

言語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合

作業療法

初期入院診療管理

医学情報提供（Ⅰ）

理学療法（Ⅰ）

言語聴覚療法

個別に20分以上訓練を行った場合

備　　　　　考

感染防止対策を行っている場合

褥瘡対策に係る情報を厚生労働省に提出し情報を活用してい
る場合

別の病院に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行った
場合

褥瘡対策を行っている場合

診療方針を定めて文書で説明を行った場合

個別に20分以上訓練を行った場合

理学療法士を2名以上配置して理学療法を行った場合

褥瘡対策指導管理（Ⅰ）

褥瘡対策指導管理（Ⅱ）

理学療法リハビリ体制強化加算

項　　　　　　目

感染対策指導管理


